
 

一 

○
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 
 

 

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

（
医
療
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

  
 

第
三
十
条
の
七
第
一
項
中
「
及
び
管
理
者
」
を
「
、
管
理
者
及
び
設
置
者
」

に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
条
の
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
計
画
に
お
い

て
定
め
ら
れ
た
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
の
実
施
に
つ
い
て
、
同
項
第
一
号
の
目
標
の
設
定
並
び
に
当
該
目

標
の
達
成
の
た
め
の
実
効
性
の
あ
る
取
組
及
び
当
該
取
組
の
効
果
に
係
る

評
価
の
実
施
が
総
合
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
に
対
し
、
必
要

な
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る

 
 

 

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

（
医
療
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

  
 

第
三
十
条
の
七
第
一
項
中
「
及
び
管
理
者
」
を
「
、
管
理
者
及
び
設
置
者
」

に
改
め
る
。 

 
 

（
新
設
） 

        

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る



  

二 

法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
 

（
目
次
改
正
・
略
） 

 
 

第
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
等
） 

 

第
七
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
そ
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
医
療
機
関
が

そ
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
に
緊
急
に
病
床
数
を
削
減
す
る
こ
と
を
支

援
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
が
前
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
病
床
数

を
削
減
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
医
療
計

画
に
お
い
て
定
め
る
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す

る
基
準
病
床
数
を
削
減
す
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

（
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
負
担
） 

 

第
七
条
の
三 

国
は
、
医
療
保
険
の
保
険
料
に
係
る
国
民
の
負
担
の
抑
制
を

図
り
つ
つ
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す

る
も
の
と
す
る
。 

  
 

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て

同
じ
」
を
加
え
、
「
こ
の
条
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
 

（
目
次
改
正
・
略
） 

 
 

（
新
設
） 

                
 

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
の
条
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削

る
。 



 

三 

  
 

第
三
章
の
三
を
第
三
章
の
四
と
し
、
第
三
章
の
二
の
次
に
次
の
一
章
を
加

え
る
。 

 
 

 
 

第
三
章
の
三 

電
子
診
療
録
等
情
報
の
利
用
等
の
推
進 

 

第
十
二
条
の
三 
医
療
機
関
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
開

設
者
又
は
管
理
者
は
、
国
民
に
対
し
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に

提
供
す
る
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
支
払
基
金
又
は
連
合
会
に
対
し
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
診
療
録
そ
の
他
の
心
身
の
状
況

に
関
す
る
記
録
に
係
る
情
報
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

（
以
下
「
電
子
診
療
録
等
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
受
け
た
支
払
基
金

又
は
連
合
会
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
民
が
電

磁
的
方
法
に
よ
り
自
ら
の
電
子
診
療
録
等
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
電
子
診
療
録
等
情
報
の
利
用
に
関
す
る
患
者

の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
患
者
に
医
療
を
提
供
す
る
医
師
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
医
師

等
」
と
い
う
。
）
の
求
め
に
応
じ
て
、
医
師
等
に
対
し
電
子
診
療
録
等
情
報

を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
、
又
は
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

第
三
章
の
三
を
第
三
章
の
四
と
し
、
第
三
章
の
二
の
次
に
次
の
一
章
を
加

え
る
。 

 
 

 
 

第
三
章
の
三 

電
子
診
療
録
等
情
報
の
利
用
等
の
推
進 

 

第
十
二
条
の
三 

医
療
機
関
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
開

設
者
又
は
管
理
者
は
、
国
民
に
対
し
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に

提
供
す
る
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
支
払
基
金
又
は
連
合
会
に
対
し
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
診
療
録
そ
の
他
の
心
身
の
状
況

に
関
す
る
記
録
に
係
る
情
報
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

（
以
下
「
電
子
診
療
録
等
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
受
け
た
支
払
基
金

又
は
連
合
会
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
民
が
電

磁
的
方
法
に
よ
り
自
ら
の
電
子
診
療
録
等
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
電
子
診
療
録
等
情
報
の
利
用
に
関
す
る
患
者

の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
患
者
に
医
療
を
提
供
す
る
医
師
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
医
師

等
」
と
い
う
。
）
の
求
め
に
応
じ
て
、
医
師
等
に
対
し
電
子
診
療
録
等
情
報

を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
、
又
は
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



  

四 

 
３ 

政
府
は
、
医
療
情
報
の
共
有
を
通
じ
た
効
率
的
な
医
療
提
供
体
制
の
構

築
を
促
進
す
る
た
め
、
電
子
診
療
録
等
情
報
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

政
府
は
、
令
和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
電
子
カ
ル
テ
の
普

及
率
（
電
子
診
療
録
等
情
報
そ
の
他
の
心
身
の
状
況
に
関
す
る
記
録
に
係

る
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
医
療
機

関
の
全
て
の
医
療
機
関
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。
）
が
約
百
パ
ー
セ
ン
ト
と

な
る
こ
と
を
達
成
す
る
よ
う
、
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー

ビ
ス
関
連
技
術
（
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律

第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ

ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
先
端
的
な
技
術
の
活
用

を
含
め
、
医
療
機
関
の
業
務
に
お
け
る
情
報
の
電
子
化
を
実
現
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
条 

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
 

第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に

規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
（
以
下
単
に
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。
）
」
を

「
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
六
号
」

を
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
医
療
計
画

 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

          

第
六
条 

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
 

第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に

規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
（
以
下
単
に
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。
）
」
を

「
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
六
号
」

を
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
医
療
計
画



 

五 

及
び
」
を
「
地
域
医
療
構
想
及
び
医
療
計
画
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
を
削
る
。 

  
 

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
次
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
二
条
の

七
」
を
加
え
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
医
療
法
第
三
十
条
の
八
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同

法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
及
び
次
条
」
を
削
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
四
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の

促
進
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第

十
三
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
附
則
第
五
条
、

第
六
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六

条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
、
附
則
第
四
十
一
条

中
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
一
の

五
十
七
の
三
十
一
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
五

ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
十
三
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
一
条
の
規
定
（
前
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を

及
び
」
を
「
地
域
医
療
構
想
及
び
医
療
計
画
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

 
 

（
新
設
） 

  
 

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
十
二
条
の
七
に
お
い

て
同
じ
」
を
加
え
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
医
療
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
及
び
次

条
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
、

第
六
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六

条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
、
附
則
第
四
十
一
条

中
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
一
の

五
十
七
の
三
十
一
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
五

ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
十
三
条
の
規
定 

公
布
の
日 

    

二 

第
一
条
の
規
定
（
前
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を



  

六 

除
く
。
）
、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
第
六
十
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
「
第

三
十
条
の
十
一
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
、
同
法
第
六
十
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六

十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

並
び
に
同
法
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
改
正

規
定
並
び
に
第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
第
百
五
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八

の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
七
条
、
第
八

条
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定 

令
和
八
年
四
月
一
日 

 

三 

第
四
条
の
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
条
中

地
方
税
法
附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
の
改
正
規
定
（
「
第
十
二
条
の
七
」
を

「
第
十
三
条
の
六
」
に
、「
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条

第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
八
条
の
規
定
並
び
に
附
則

第
三
十
七
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

 

四
～
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（
略
） 

 

九 

第
六
条
の
規
定
（
同
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な

確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
（
「
医
療

法
」
を
「
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構

想
（
以
下
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
」
に
、「
）
及
び
」
を

「
）
並
び
に
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及

び
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
を
削

除
く
。
）
、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
第
六
十
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
「
第

三
十
条
の
十
一
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
、
同
法
第
六
十
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六

十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

並
び
に
同
法
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
改
正

規
定
並
び
に
第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
第
百
五
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八

の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
条
及
び
第

三
十
六
条
の
規
定 

令
和
八
年
四
月
一
日 

 

三 

第
四
条
の
規
定
、
第
十
条
中
地
方
税
法
附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
の
改

正
規
定
（
「
第
十
二
条
の
七
」
を
「
第
十
三
条
の
六
」
に
、「
第
十
二
条
の
二

の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

第
十
八
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
十
七
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

  

四
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（
略
） 

 

九 

第
六
条
の
規
定
（
同
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な

確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
（
「
医
療

法
」
を
「
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構

想
（
以
下
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
」
に
、「
）
及
び
」
を

「
）
並
び
に
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
法
第
四
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
の
目



 

七 

る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、

同
法
第
七
条
の
二
第
三
項
、
第
七
十
七
条
第
三
項
及
び
第
百
五
十
条
の
二

第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
十
の
改
正
規
定
（
第
五
号
に

掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
六
章
中
同
条
を
第
百
五
十
条
の
十
三
と

す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
九
の
改
正
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る

改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
条
を
同
法
第
百
五
十
条
の
十
二
と
す
る
改
正
規

定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
八
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
百
五
十
条
の

十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
七
第
一
項
の
改
正
規
定
、

同
条
を
同
法
第
百
五
十
条
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の

六
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
五
十
一
条
、
第
百

五
十
三
条
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
、
第
百
六
十

条
第
三
項
及
び
第
十
四
項
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
、
第
百
七
十
六
条
、
第

二
百
七
条
の
三
並
び
に
第
二
百
十
三
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
附

則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
八
条
中
船
員
保
険

法
第
百
十
二
条
第
二
項
、
第
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
二

項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
七
条
の
改
正
規
定
、
第
九
条
中
国
民

健
康
保
険
法
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
及

び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
五
条
の
七
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
一
条
の
二
第
十
項
の
改
正
規
定
、
第
十
条

の
規
定
（
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
中
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
六
条
の

次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
条
の
二
第
三
項
、
第
七
十
七
条
第
三
項
及
び

第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
十
の
改
正

規
定
（
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
六
章
中
同
条
を
第
百

五
十
条
の
十
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
九
の
改
正
規
定

（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
条
を
同
法
第
百
五
十
条
の
十

二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
八
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同

法
第
百
五
十
条
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
七
第
一

項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
百
五
十
条
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、
同

法
第
百
五
十
条
の
六
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百

五
十
一
条
、
第
百
五
十
三
条
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
、
第
百
五
十
五
条
第

一
項
、
第
百
六
十
条
第
三
項
及
び
第
十
四
項
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
、
第

百
七
十
六
条
、
第
二
百
七
条
の
三
並
び
に
第
二
百
十
三
条
の
二
の
改
正
規

定
並
び
に
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第

八
条
中
船
員
保
険
法
第
百
十
二
条
第
二
項
、
第
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第

百
二
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
七
条
の
改
正
規

定
、
第
九
条
中
国
民
健
康
保
険
法
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七

十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
五
条
の
七
第
一
項
、

第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
一
条
の
二
第
十
項
の
改

正
規
定
、
第
十
条
の
規
定
（
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十

一
条
中
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
二
第
一
項
及

び
第
十
六
条
の
八
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
十
六
条
の
十
一
と
す
る



  

八 

八
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
十
六
条
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同

法
第
十
六
条
の
七
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
十
六
条
の
十
と

す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
六
条
の
六
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
法
第
十
七
条
の
改
正
規
定
（
「
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
」
を
「
並
び
に

第
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
及
び
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
七
条

の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
第
一

項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第

四
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
一
条
第
三
項
、
第
七
十
二
条
第
二
項
、
第
八
十

一
条
第
二
項
並
び
に
第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同

法
第
百
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、

同
条
第
二
項
並
び
に
同
法
第
百
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
十
六
条

第
二
項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
、
第
百
三
十
四
条
第
三
項
、
第
百
三
十
七
条

第
三
項
、
第
百
五
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
百
六
十
一
条
の
三
第
二
項
の

改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
六
十
七
条
の
二
及
び
第
百
六
十
八
条
第
三
項

の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項

の
改
正
規
定
（
「
第
百
十
八
条
の
十
及
び
第
百
十
八
条
の
十
一
」
を
「
第
百

十
八
条
の
十
三
及
び
第
百
十
八
条
の
十
四
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、

同
法
第
百
十
八
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
十
一

改
正
規
定
、
同
法
第
十
六
条
の
七
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第

十
六
条
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
六
条
の
六
の
次
に
三
条
を
加

え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
七
条
の
改
正
規
定
（
「
の
規
定
に
よ
る
利
用
又

は
」
を
「
並
び
に
第
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利

用
及
び
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第

三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
五
条
第
一

項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
一
条
第
三
項
、
第
七
十
二
条

第
二
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
第
五
号
に
掲
げ
る
改

正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
条
第
二
項
並
び
に
同
法
第
百
四
条
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
百
十
六
条
第
二
項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
、
第
百
三
十
四
条
第
三

項
、
第
百
三
十
七
条
第
三
項
、
第
百
五
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
百
六
十

一
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
六
十
七
条
の
二
及
び
第

百
六
十
八
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
第
百
十
五

条
の
四
十
七
第
十
項
の
改
正
規
定
（
「
第
百
十
八
条
の
十
及
び
第
百
十
八
条

の
十
一
」
を
「
第
百
十
八
条
の
十
三
及
び
第
百
十
八
条
の
十
四
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
十
八
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第

百
十
八
条
の
十
一
の
改
正
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、



 

九 

の
改
正
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
条
を
同
法
第
百

十
八
条
の
十
四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
十
の
改
正
規
定

（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
条
を
同
法
第
百
十
八
条
の
十

三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
九
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同

法
第
百
十
八
条
の
十
二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
八
第
一

項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
百
十
八
条
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、

同
法
第
百
十
八
条
の
七
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第

二
百
五
条
の
三
及
び
第
二
百
六
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
十
四
条
の
規
定

（
同
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
中
予
防

接
種
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
八
条
の
次
に
三

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
改

正
規
定
、
同
法
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
又
は
提
供
」
を
「
及
び
提
供

並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
予
防

接
種
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条

に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定

（
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
に
一
項

を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
四
十
三
条
第
一

号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
の
改
正
規

定
、
第
二
十
条
の
規
定
、
第
二
十
二
条
中
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項

及
び
第
八
十
九
条
の
二
の
十
一
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
八
十
九
条

同
条
を
同
法
第
百
十
八
条
の
十
四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条

の
十
の
改
正
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
条
を
同
法

第
百
十
八
条
の
十
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
九
の
改
正

規
定
、
同
条
を
同
法
第
百
十
八
条
の
十
二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百

十
八
条
の
八
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
百
十
八
条
の
十
一
と

す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
七
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規

定
並
び
に
同
法
第
二
百
五
条
の
三
及
び
第
二
百
六
条
の
二
の
改
正
規
定
、

第
十
四
条
の
規
定
（
同
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、

第
十
五
条
中
予
防
接
種
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二

十
八
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及

び
第
三
十
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
又
は
提
供
」

を
「
及
び
提
供
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
、
同
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項

の
改
正
規
定
（
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、

同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
四

十
三
条
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条

の
改
正
規
定
、
第
二
十
条
の
規
定
、
第
二
十
二
条
中
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
八
十
九
条
の
二
の

三
第
一
項
及
び
第
八
十
九
条
の
二
の
十
一
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第

八
十
九
条
の
二
の
十
四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十



  

一
〇 

の
二
の
十
四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
の
改
正
規

定
、
同
条
を
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第

八
十
九
条
の
二
の
九
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十

二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
八
第
一
項
の
改
正
規
定
、

同
条
を
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十

九
条
の
二
の
七
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
九
条

の
二
及
び
第
百
九
条
の
三
の
改
正
規
定
、
第
二
十
六
条
の
規
定
、
第
二
十

七
条
の
規
定
（
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び

に
第
二
十
八
条
の
規
定
（
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に

附
則
第
十
一
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
九
条

の
規
定
、
附
則
第
三
十
五
条
（
同
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を

除
く
。
）
、
第
三
十
八
条
（
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除

く
。
）
及
び
第
三
十
九
条
（
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除

く
。
）
の
規
定
、
附
則
第
四
十
三
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
及
び
第

五
十
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
十
九
条
の
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改

正
規
定
を
除
く
。
） 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

 

十 

（
略
） 

  

（
検
討
） 

 

第
二
条 

政
府
は
、
第
一
条
の
規
定
（
前
条
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲

の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
三
と
す
る
改
正
規
定
、

同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
九
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
八
十
九
条
の

二
の
十
二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
八
第
一
項
の
改

正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同

法
第
八
十
九
条
の
二
の
七
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法

第
百
九
条
の
二
及
び
第
百
九
条
の
三
の
改
正
規
定
、
第
二
十
六
条
の
規
定
、

第
二
十
七
条
の
規
定
（
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除

く
。
）
並
び
に
第
二
十
八
条
の
規
定
（
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除

く
。
）
並
び
に
附
則
第
十
一
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
七
条
及

び
第
二
十
九
条
の
規
定
、
附
則
第
三
十
五
条
（
同
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ

る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
三
十
八
条
（
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る

改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
九
条
（
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る

改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
、
附
則
第
四
十
三
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四

十
七
条
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
十
九
条
の
規
定
（
次

号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
） 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

  
十 
（
略
） 

  

（
検
討
） 

 

第
二
条 

（
新
設
） 



 

一
一 

げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
後
三
年
を

目
途
と
し
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八

の
六
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
区
域
に
お
い
て
、
新
た
に
開
設
さ
れ
た
診
療

所
（
同
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
う
ち
、
医
業
を
行
う

場
所
で
あ
っ
て
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
な
い
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
廃
止
さ
れ
た
診
療
所
の
数
を
超

え
る
区
域
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
区
域
に
お
け
る
新
た
な
診
療
所
の
開
設

の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
都
道
府
県
が
医
師
手
当
事
業
（
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

第
十
条
の
二
の
医
師
手
当
事
業
を
い
う
。
）
を
行
う
に
当
た
り
、
保
険
者
協
議

会
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の

保
険
者
協
議
会
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
医
療
保
険
者
等
（
第
六
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関

す
る
法
律
第
十
条
の
五
第
一
項
の
医
療
保
険
者
等
を
い
う
。
）
が
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
の
構
築
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を

目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
以
下
こ
の

         

（
新
設
） 

          
 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
各
法
律
」



  

一
二 

項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
各
法
律
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
改
正
後
の
各
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
速
や
か
に
、
介
護
又
は
障
害
福
祉
に
関
す

る
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
・
障
害
福
祉
従

事
者
」
と
い
う
。
）
の
賃
金
が
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
と
比

較
し
て
低
い
水
準
に
あ
る
こ
と
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
従
事
す
る
業

務
が
身
体
的
及
び
精
神
的
な
負
担
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
介
護
又
は

障
害
福
祉
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
優
れ
た
人
材
の
確
保
が
要
介
護
者
等

（
介
護
保
険
法
第
七
条
第
五
項
の
要
介
護
者
等
を
い
う
。
）
並
び
に
障
害
者
及

び
障
害
児
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
等
に
鑑
み
、

現
役
世
代
の
保
険
料
負
担
を
含
む
国
民
負
担
の
軽
減
を
図
り
つ
つ
介
護
・
障

害
福
祉
従
事
者
の
人
材
の
確
保
を
図
る
た
め
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の

適
切
な
処
遇
の
確
保
に
つ
い
て
、
そ
の
処
遇
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
検
討
を

加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
機
動
的
に
講
ず
る
も
の
と
す

る
。 

 
と
い
う
。
）
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

改
正
後
の
各
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
設
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